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１－１ 高年齢者を取り巻く状況①

生産年齢人口の減少
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１－２ 高年齢者を取り巻く状況②

年金支給開始年齢

H25年度～H27年度

H28年度～H30年度

H31年度～R3年度

R4年度～R6年度

R7年度(2025年度）～
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２－１ 高年齢者を雇用安定法のポイント①
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２－２ 高年齢者を雇用安定法のポイント②
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２－３ 高年齢者を雇用安定法のポイント③

高年齢者就業確保措置は努力義務ですから、対象者を限定する基準を設ける
ことが可能です。ただし、対象者基準を設ける場合には、予見可能性がある
具体性・客観性のある基準にする必要があり、次の事項に留意する必要があ
ります。（65歳までの継続雇用制度も同様の考え方です。）
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２－４ 高年齢者を雇用安定法のポイント④

高年齢者就業確保措置の5つの措置のうち、いずれの措置を講ずるかについ
ては、労使間で十分に協議を行い、高年齢者のニーズに応じた措置を講じて
いただくことが望ましいです。

高年齢者就業確保措置の5つの措置のうち、いずれか一つの措置により70
歳までの就業機会を確保することのほか、複数の措置により70歳までの就業
機会を確保することも可能です。
個々の高年齢者にいずれの措置を適用するかについては、当該高年齢者の

希望を聴取し、これを十分に尊重して決定する必要があります。
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２－５ 高年齢者を雇用安定法のポイント⑤

次ページへつづく
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２－６ 高年齢者を雇用安定法のポイント⑥

継続雇用制度、創業支援等措置を実施する場合において、以下の事項等を就
業規則や創業支援等措置の計画に記載した場合には、契約を継続しないこと
が認められます。（65歳までの継続雇用制度も同様の考え方です。）
・心身の故障のため業務に耐えられないと求められること
・勤務（業務）状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責（業務）を
果しえないこと

シルバー人材センターへの登録や、再就職・ボランティアのマッチングを
行う機関への登録などは、高年齢者の就業先が定まらないため、高年齢者就
業確保措置を講じたことにはなりません。

就業確保措置（創業支援等措置を含む）において支払われる金銭について
は、制度を利用する高年齢者の就業の実態、生活の安定等を考慮して、適切
なものとなるよう努めることに留意する必要があります。（65歳までの継続
雇用制度も同様の考え方です。）
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３－１ 高年齢者を知る①

加齢に伴う身体・精神機能の状況

加齢に伴う身体・精神機能の状況については、次の5原則が見られます。

(1)生理的機能（特に、視力・聴力等の感覚機能、バランス能力等）は、早い
段階から低下が始まります。

(2)筋力は、腕を上にあげた身体で見ると、身体の下部から、まず脚力の低下
 で始まり、手の指先の筋力低下は最も遅いです。

(3)訓練によって得た能力（知識・技能）は、長時間使用するほど維持できま
 す。

(4)経験と技能の蓄積は、熟練を構成し、より高度で複合的な作業能力を生み
 ます。

(5)中高年期以降は、身体・精神機能の個人差が拡大します。

中央労働災害防止協会：「エイジアクション100（改訂版）」から抜粋
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３－２ 高年齢者を知る②

加齢に伴う身体・精神機能の状況

中央労働災害防止協会：「エイジアクション100（改訂版）」から抜粋
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３－３ 高年齢者を知る③

加齢に伴う個人差の拡大（１）

次のような加齢に伴う身体・精神機能の状況は、個人差がきわめて大きい点
に特徴があります。
①筋力（握力、背筋力、脚筋力）
②敏捷性（とっさの動きの正確さと速さ）
③反応速度（見てから操作で応える速さ）
④バランス能力（平衡感覚、姿勢のバランス保持）
⑤柔軟性
⑥視力
⑦聴力
⑧疲労回復力
⑨記憶力
⑩やりがいと意欲の向上、

例えば、暦年齢（生年月日による年齢）65歳では、生理的年齢（各種テスト
結果から判定した年齢）は、57～73歳（バラツキは16歳）であり、年齢が
増すとさらに個人差は拡大する傾向にあります。

中央労働災害防止協会：「エイジアクション100（改訂版）」から抜粋
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３－４ 高年齢者を知る④

加齢に伴う個人差の拡大（２）

中央労働災害防止協会：「エイジアクション100（改訂版）」から抜粋
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３－５ 高年齢者を知る⑤

結晶性知能と流動性知能（１）

知能は、人生において直面するさまざまな環境や問題を効果的に処理してい
くための能力であり、複数の下位側面から構成されると考えられています。

知能の複数の下位側面（佐藤眞一（2006．2）)より引用）
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３－６ 高年齢者を知る⑥

結晶性知能と流動性知能（２）

公益財団法人長寿科学振興財団：「健康長寿ネット」から抜粋

知能の最も大きな分類は、結晶性知能と流動性知能です。

結晶性知能は、個人が長年にわたる経験、教育や学習などから獲得していく
知能であり、言語能力、理解力、洞察力などを含みます。

流動性知能は、新しい環境に適応するために、新しい情報を獲得し、それを
処理し、操作していく知能であり、処理のスピード、直感力、法則を発見す
る能力などを含んでいます。

結晶性知能は20歳以降も上昇し、高齢になっても安定しています。

流動性知能は10歳代後半から20歳代前半にピークを迎えた後は低下の一途
を辿るとし、知能には加齢に伴って低下しやすい能力だけではなく、維持さ
れやすい能力があると考えられました。
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３－7 高年齢者を知る⑦

「動機づけ」とは

高年齢者に必要な人材として活躍してもらうためには、動機づけが必要になりま
すが、知識・技能、就業環境、就業に対する考え方、就業意欲などは個人によっ
て大きく異なります。

動機づけ
(やる気)

＝
欲求・動機
(個人特性) ×

達成期待
(成功確率)

成功誘因
(価値)

動機づけは、3つの要因の積から求められます。
3つの要因のうち1つでも“0”であれば、動機づけも“0”になります。
高齢者一人一人によって動機づけ要因の内容・程度は異なります。
要因の内容・程度を理解するためには、一人一人と向き合うことが大切です。

動機づけ(やる気)の方程式

望み
期待

確実にで
きそうか

どれだけ
良いこと
があるか

行動喚起機能、行動維持機能、行動調整機能、行動強化機能の総称
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４－１ 高年齢者雇用の実務対応①

定年延長と継続雇用延長のメリット・デメリット

高齢・障害・求職者雇用支援機構：「65歳超雇用推進マニュアル その３」から抜粋
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４－２ 高年齢者雇用の実務対応②

定年延長と継続雇用延長の相違点

定年延長と継続雇用延長では例えば雇用形態、職務・職責、待遇（賃金など）、評価
要素や労働契約法（以下「労契法」という。）の適用が以下の例のように異なると
考えられます。

定年延長 継続雇用延長

雇用形態 新定年まで無期雇用・フルタイム
定年退職による有期雇用・パートタイム又は有期雇用・フル
タイム

職務・職責 役職を除き旧定年前からの一定の業務の継続性あり
定年前からの業務の継続性の有無を含めて補助的業務、
サポート的業務が中心

待遇（賃金など）
年功制・無限定終身雇用などによる待遇を廃した現職務・
職責に応じた待遇

最低賃金以上のパートタイム・有期雇用労働法に基づいた
均衡・均等待遇等

評価要素 上記職務・職責と待遇に応じて決定 上記職務・職責に応じて決定

労契法の適用 １６条解雇権濫用法理

１７条契約期間中の解雇等
１８条無期転換申込権

１９条雇止め法理
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４－３ 高年齢者雇用の実務対応③

定年延長にあたって検討すべき事項

高齢・障害・求職者雇用支援機構：「65歳超雇用推進マニュアル その３」から抜粋



24

４－４ 高年齢者雇用の実務対応④

継続雇用延長にあたって検討すべき事項

高齢・障害・求職者雇用支援機構：「65歳超雇用推進マニュアル その３」から抜粋



25

４－５ 高年齢者雇用の実務対応⑤

定年延長・継続雇用延長を進める手順（１）

高齢・障害・求職者雇用支援機構：「65歳超雇用推進マニュアル その３」から抜粋
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４－６ 高年齢者雇用の実務対応⑥

定年延長・継続雇用延長を進める手順（１）

高齢・障害・求職者雇用支援機構：「65歳超雇用推進マニュアル その３」から抜粋
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４－７ 高年齢者雇用の実務対応⑦

定年延長・継続雇用延長の就業規則規定例（１）

厚生労働省：「モデル就業規則（令和3年4月版）」から抜粋

［例１］ 定年を満７０歳とする例

（定年等）
１ 労働者の定年は、満７０歳とし、定年に達した日の属する月
の末日をもって退職とする。

［例2］定年を満６５歳とし、その後希望者全員を継続雇用する例

（定年等）
第４９条  労働者の定年は、満６５歳とし、定年に達した日の属す
る月の末日をもって退職とする。
２ 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希
望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者については、満７
０歳までこれを継続雇用する。
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４－８ 高年齢者雇用の実務対応⑧

定年延長・継続雇用延長の就業規則規定例（２）

［例３］ 定年を満６０歳とし、その後希望者全員を継続雇用し、満６５歳以降
は基準該当者を雇用する例

（定年等）
第４９条  労働者の定年は、満６０歳とし、定年に達した日の属する月
の末日をもって退職とする。
２ 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望
し、解雇事由 又は退職事由に該当しない労働者については、満６５歳
までこれを継続雇用する。
３ 前項の規定に基づく継続雇用の満了後に、引き続き雇用されること
を希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者のうち、次の各号
に掲げる基準のいずれにも該当する者については、満７０歳までこれを
継続雇用する。
（１）過去○年間の人事考課が○以上である者
（２）過去○年間の出勤率が○％以上である者
（３）過去○年間の定期健康診断結果を産業医が判断し、業務上、支障

がないと認められた者

厚生労働省：「モデル就業規則（令和3年4月版）」から抜粋
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４－８ 高年齢者雇用の実務対応⑨

同一労働同一賃金の最近の動向

最高裁判所は、定年後再雇用者の「基本給の大幅減少は不合理」と判断した二審
判決を差し戻し（ ２０２３年7月20日）

高等裁判所は、「定年前基本給の６割を下回る部分については、労働契
約法２０条に違反する不合理な相違である」旨判断していました。

自動車学校側は、原告らが「高年齢者雇用継続基本給付金」を受給して
いる事実を指摘。基本給以外の別の収入も含めて不合理な待遇格差に当
たるかを判断するべきと主張し、請求の棄却を求めました。

これに対し、最高裁判所は「正職員と嘱託職員との間で基本給の金額が
異なるという労働条件の違いは、基本給の性質、支給の目的や労使交渉
の具体的経緯等を踏まえて検討すべき」との判断枠組みを示し、現時点
では相違が不合理か否か判断できないとしました。
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４－８ 高年齢者雇用の実務対応⑩

パートタイム・有期雇用労働法の「均衡待遇」「均等待遇」とは？

・「均衡待遇」の内容

①職務内容(「業務の内容」＋「責任の程度」)、②職務内容・配置の変更範囲、

③その他の事情、を考慮して不合理な待遇差を禁止

・「均等待遇」の内容

①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲が同じ場合は差別的取扱い禁止

＜定年後に継続雇用された有期雇用労働者の取扱い＞ 

定年後に継続雇用された有期雇用労働者についても、パートタイム・有期雇用労働法
が適用される。有期雇用労働者が定年後に継続雇用された者であることは、待遇差が
不合理であるか否かの判断に当たり、その他の事情として考慮されうる。様々な事情
が総合的に考慮されて、待遇差が不合理であるか否かが判断される。したがって、定
年後に継続雇用された者であることのみをもって直ちに待遇差が不合理ではないと認
められるものではない。
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４－８ 高年齢者雇用の実務対応⑪

「同一労働同一賃金ガイドライン」（パートタイム・有期雇用労働法）抜粋

① 基本給

• 基本給が、労働者の能力・経験、業績・成果、又は勤続年数に応じて支払うものなど、それぞれの趣旨・性格に照らして、実態
に違いがなければ同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。

• 昇給であって、労働者の勤続による能力の向上に応じて行うものについては、同一の能力の向上には同一の、違いがあれば違い
に応じた昇給を行わなければならない。

② 賞与

• ボーナス（賞与）であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについては、同一の貢献には同一の、違いが
あれば違いに応じた支給を行わなければならない。

③ 各種手当

• 役職手当であって、役職の内容に対して支給するものについては、同一の内容の役職には同一の、違いがあれば違いに応じた支
給を行わなければならない。

• そのほか、業務の危険度又は作業環境に応じて支給される特殊作業手当、交替制勤務などに応じて支給される特殊勤務手当、業
務の内容が同一の場合の精皆勤手当、正社員の所定労働時間を超えて同一の時間外労働を行った場合に支給される時間外労働手
当の割増率、深夜・休日労働を行った場合に支給される深夜・休日労働手当の割増率、通勤手当・出張旅費、労働時間の途中に
食事のための休憩時間がある際の食事手当、同一の支給要件を満たす場合の単身赴任手当、特定の地域で働く労働者に対する補
償として支給する地域手当等については、同一の支給を行わなければならない。

④ 福利厚生・教育訓練

• 食堂、休憩室、更衣室といった福利厚生施設の利用、慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除・有給保障については、同一の利用・
付与を行わなければならない。

• 病気休職、法定外の有給休暇その他の休暇は、同一の勤続期間であれば同一の付与を行わなければならない。

• 教育訓練であって、現在の職務に必要な技能・知識を習得するために実施するものについては、同一の職務内容であれば同一の、
違いがあれば違いに応じた実施を行わなければならない。
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５－１ 支援策①

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
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５－２ 支援策②

助成金

助成金種類 助成の対象となる措置 担当・所在地・電話番号

６５歳超雇用推進助成金（６５
歳超継続雇用促進コース）

65歳以上への定年引上げ等を実施する

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援
機構 東京支部
墨田区江東橋２－１９－１２
０３－５６３８－２２８４
(窓口サービス課)

６５歳超雇用推進助成金（高年
齢者評価制度等雇用管理改善
コース）

高年齢者の雇用管理制度を整備する

６５歳超雇用推進助成金（高年
齢者無期雇用転換コース）

無期雇用への転換を実施する

高年齢労働者処遇改善促進助成
金

高年齢労働者の賃金規定等の増額改定を行
う

都内ハローワーク 又は
東京労働局（ハローワーク助成金事務セン
ター）助成金第一係
新宿区百人町４－４－１
新宿労働総合庁舎１階
〇労働移動支援助成金
○中途採用等支援助成金

０３－５３３７－７４１５
〇トライアル雇用助成金

０３－５３３７－７４１４
〇高年齢労働者処遇改善促進助成金

０３－６８４４－３４０１
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